
  理事長　河本　達や

要支援、要介護者であって認知症の状態にある者について、家庭的な環境の下で、入浴、
排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がそ
の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援を行うことを目的としま
す。

建学の精神である「愛情・真心・敬い・慈しみ・いたわる心」を基本方針とし、利用者の
認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の
状況を踏まえ、適切に行うものとします。また、入居者も地域住民であるとの理念のもと、
地域住民の総合的なケアサポートの拠点として地域に貢献する運営を行います。

 （電話） ０９６－２４５－２８００

２．事業所の概要

  所 在 地 ・ 連 絡 先

グループホームあそうだ

　熊本市北区麻生田２丁目５番４１号

　管   理   者   名

　（FAX）  ０９６－２８８－３７１６

１．事業者（法人）の概要

認知症対応型共同生活介護事業所

グループホームあそうだ
重要事項説明書

＜令和 7年　7月　16日現在＞

　施   設   の   名   称

  熊本市北区太郎迫町１４４番１

  法   人   の   種   類

  代   表   者   名

  社会福祉法人　愛誠会

　事   業   所   番   号 　４３９０１００８６７

米倉せつ代

  従 業 員 研 修 毎月１回（年に12回）ケア全般に関する研修を行っています。

　所 在 地 ・ 連 絡 先

 （FAX）  ０９６－２４５－２８９２

　（電話） ０９６－２８８－３７１８

（１）施設の目的

（２）運営方針

３．共同生活介護の目的及び運営方針

計画作成担当者が、お客様の直面している課題等を評価し、お
客様の希望を踏まえて、介護従事者と協議の上、認知症対応型共
同生活介護計画を作成します。また、サービス提供の目標の達成
状況等を評価し、その結果を書面（サービス報告書）に記載して
お客様に説明のうえ交付します。

  事          項

（３）その他

内               容

認知症対応型共同生活介護
計画の作成及び事後評価

1



 

木造平屋

看護・介護職員 7 4

1

施設全体の統括

相談、生活支援、介護計画書の作成

1

10.47㎡　（1.53㎡）

（２）居室

居 室 の 種 類

10.47㎡　（1.53㎡）

個室　１　（収納） 10.47㎡　（1.53㎡）

敷　　       　　　地 438.70㎡

面     積

10.47㎡　（1.53㎡）

10.47㎡　（1.53㎡）

10.47㎡　（1.53㎡）

面     積

利  用  定  員

個室　２　（収納）

建       物

個室　６　（収納）

個室　５　（収納）

延 べ 床 面 積

４．設備の概要

（１）構造等

     9名

10.47㎡　（1.53㎡）

10.47㎡　（1.53㎡）

個室　４　（収納）

個室　３　（収納）

構          造

256.6 ㎡

リ ビ ン グ 36.0  ㎡

10.47㎡　（1.53㎡）

（３）主な設備

設      備

個室　７　（収納）

食      堂 30.375㎡

個室　８　（収納）

個室　９　（収納）

ホ  ー  ル 14.7  ㎡

５．施設の職員体制

台      所  5.625㎡

洗面・洗濯  7.5  ㎡

ト  イ  レ 13.15 ㎡

浴      室

1

 6.9  ㎡

脱  衣  室  6.9  ㎡

常勤

区分

職務の内容
専
従

兼
務

人 数
（人）

従業者の職種
専
従

兼
務

非常勤

管理者

正規の勤務時間帯  （　９：００～１８：００）等　常勤で勤務管理者

６．職員の勤務体制

従業者の職種

計画作成者 1

夜　勤　（１７：００～１０：００）

介護職員
看護職員

計画作成担当者 遅　出　（１１：００～２０：００）

早　出　（　７：００～１６：００）

日　勤　（　９：００～１８：００）

勤　務　体　制

3 日常生活上の介護等
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７６１円／日

８５９円／日

ケアプランに応じた適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立につい
ても適切な支援を行います。

排　　泄

指定認知症対応型共同生活介護を提供した場合の利用料は、法定代理受領サービスであると
きは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とす
る。ただし、法定代理受領サービスに該当しない、指定認知症対応型共同生活介護に係る利用
料の支払いを受けた場合は、提供した指定認知症対応型共同生活介護の内容、費用の額とその
他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付します。

７．認知症対応型共同生活介護サービスの内容及び費用

要介護５

入　　浴

  利用者とそのご家族からのご相談に応じます。

８２４円／日

健康管理

生活のリズムを考慮し、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。ま
た、個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう支援を行い
ます。シーツ交換は、週１回行います。

（食事時間）基本的には本人様が希望される時間で対応いたします。
朝食　８：００～　　昼食１２：００～　　夕食１８：００～

離床・着替え
・整容等

食　　事

（１）介護保険給付対象サービス

イ　サービス利用基本料金

ア　サービス内容

内　　　　　　容種　　　　類

相談及び援助

毎日健康チェックを行います。診察日以外でも心配な時は、いつでも
診察を受け付けます。外部の医療機関に通院する場合には、その介添え
についてできる限り配慮します。

  週２日～３日入浴が出来ます。身体の状況に応じてお手伝いします。

レクリエーション   個々に応じて、外での活動（散歩・買物など）に対応します。

【料金表】

８４１円／日

要介護２ ８０１円／日要支援２ 要介護１

要介護４

７６５円／日

要介護３
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(一月に一回、連続する５日を限度)２４０円/日○新興感染症等施設療養費

５０円／日（１ユニットの事業所）

    ２２円／日

○身体拘束廃止未実施減算 １月につき所定単位数－1/100/円

○高齢者虐待防止措置未実施減算 １月につき所定単位数－1/100/円

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)　　　 １０円／月

○退居時相談援助加算（１回を限度） ４００円／回

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)　　　  ５円／月

　認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 　　１２０円／月

　夜間支援体制加算（Ⅱ） ２５円／日（2ユニット以上の事業所）

○生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 　１００円／月

○生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 　  １０円／月

　サービス提供体制強化加算Ⅲ

○夜間支援体制加算（Ⅰ）

死亡日以前4日～30日以下 　　１４４円／日

    ４０円／月

○入院時費用（1月に6日を限度） 　　２４６円／日

死亡日以前2日～3日以下 　　６８０円／日

○認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 　　１５０円／月

         ４円／日

　医療連携体制加算Ⅰ（ロ）

　医療連携体制加算Ⅰ（ハ）

　医療連携体制加算Ⅱ

上記以外の協力医療機関と連携している場合 　　　　４０円／月

○認知症行動・心理症状緊急対応加算
（入所日から７日を上限）

　　　　２０円／日

○看取り介護加算（死亡日以前31日～45日以下） 　　　　７２円／日

死亡日

○若年性認知症利用者受入加算 　　１２０円／日

○協力医療機関連携加算

相談・診療を行う体制を常時確保している
協力医療機関と連携している場合

　　１００円／月

　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

○サービス提供体制強化加算Ⅰ

○介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

○口腔衛生管理体制加算

　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

○退居時相談援助加算（１回を限度）

種　　　　　類

○認知症専門ケア加算（Ⅰ）

○栄養管理体制加算

　サービス提供体制強化加算Ⅱ

○生活機能向上連携加算（Ⅰ）

○医療連携体制加算Ⅰ（イ）

○初期加算（入居日から３０日以内）

○口腔・栄養スクリーニング加算

○加　算

　介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位×125/1000/月

  １８円／日

２５０円／回

○科学的介護推進体制加算

   ６円／日

所定単位×186/1000/月

○業務継続計画未実施減算 １月につき所定単位数－3/100/円

所定単位×178/1000/月　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

所定単位×155/1000/月

○退居時情報提供加算（１回を限度）

　　４００円／回

　　　　　５円／日

　１００円／月

　　　　　　　２０円／半年に一回

　２００円／月

　　　３０円／月

　１，２８０円／日

　　　３０円／月

         ３円／日

○生活機能向上連携加算（Ⅱ）

○高齢者施設等感染対策向上加算

利用料

　　　３０円／日

　　　　５７円／日

　　　　４７円／日

　　　　３７円／日
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○自費利用料－２

受　　診
医療費は個人負担が必要になります。受診介助に関しては、基本的に当事業所
職員で対応しますが、受診先が遠方である等の事由で、対応が困難な場合は、
ご家族による対応になります。

種　　　　類

理髪・美容

おやつ

出張による理髪・美容サービスをご利用頂けます。1,800円／カットのみ（月
１回）3,500円／白髪染め

おむつ代

簡単テープ止め横モレ防止　小さめⅬ １３０円（税込）

品名

１１０円（税込）

やわらかぴったりパッドレギュラー

はくパンツスリムタイプ　Ⅿ １２０円（税込）

はくパンツスリムタイプ　Ｓ

5,500円／月

お部屋代

朝　食

夕　食

昼　食 550円／1回

スピードキャッチパッド １００円（税込）

　　　下記の項目についてご負担が必要となります。

　　　〔月の途中、入・退居の場合の利用料については、日割り計算となります〕

○自費利用料－１

（２）介護保険給付対象外サービス

簡単テープ止め横モレ防止　小さめⅯ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※１枚あたりの金額

はくパンツスリムタイプ　ＬＬ １５０円（税込）

はくパンツスリムタイプ　Ｌ １３０円（税込）

その他の費用

  50円／1回

  ご利用者様またはご家族様から特別に洗濯依頼を受けた場合　2,100円／月

電化製品持込料   テレビ　50円／１日　　　冷蔵庫　100円／１日　　電気毛布　50円／１日

洗濯代

便利なミニシート

認知症対応型共同生活介護サービスの中で提供される日常生活において、通
常必要となる費用及び医療材料費であって、お客様負担が適当とされるもの
は、以下の通りです。①レクリエーションの材料セットの購入②配達クリーニ
ングを依頼した時③バスハイク・買物レクリエーションでの嗜好品の購入④病
院受診同行介助時の送迎者の駐車料⑤訪問歯科診療費（希望者）

家　　賃

１００円（税込）

２５円（税込）

２５円（税込）

サラケアパッドワイドロング

水道・電気・ガスなどの水道光熱費が自己負担にな
ります。

50円／1回

金額

600円／1回

11,500円／月

1,100円／日

おやつ

水道光熱費

400円／1回

食　　事
食事時間は、希望時間に合わせます。
キャンセルは前日までなら承ります。

５０円（税込）

利　用　料内　　　　　　容

ホームの外灯・ごみ処理などの共用部分の維持管理
のために入居者が出す費用です。

共 益 費
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電話番号

主治医

氏名（続柄）

氏名

電話番号

病院名及び
所在地

毎月10日までに前月分の請求をいたしますので25日までに下記口座へ振込又は口座振替（毎
月26日金融機関が休日の場合その翌営業日）にてお支払い下さい。

　　　　　肥後銀行　     　　 池田支店

サービス提供時に利用者の病状が急変した場合、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主
治医に連絡する等の措置を講じます。また、主治医との連絡及び指示が得られなかった場合に
は、事業所が定めた協力医療機関へ連絡するとともに受診等の適切な措置を講じます。

　　　　　　＊また振込手数料、自動引落し手数料（126円）はご利用者様負担となります。

共　益　費  1,100円／日

住所

家　　賃

種　　　　類

　　      ＊入金確認後、領収証を発行します。

緊急時連絡先
（家族等）

  要介護状態にかかわらず、ご利用者が、短期入院又は外泊をされた場合に引き続き、当該居
室の利用を希望される場合にお支払いして頂く1日あたりの自費利用料-１は下記の通りです。

利　用　料

　　　　　口座名義　　        グループホーム　あそうだ

　　　　　　　　　　　　    　代表者　　河本
こうもと

達
たつ

や

利　用　料種　　　　類

  5,500円／月

○入院又は外泊時の費用

８．緊急時等における対応方法

　　　　　普通預金口座　　　（口座番号　３０９０２５）

（３）　利用料のお支払い方法
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病院名及び
所在地

  事業者は、下記の医療機関や歯科診療所に協力を頂きますが、利用者の状態によってはご家
族様の同意を得て速やかに救急医療機関への搬送を致します。但し、緊急性を要する場合は、
事後承諾となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

医療機関

整形外科, リハビリテーション科 

病院名及び
所在地

おおつか歯科医院
    熊本県熊本市北区麻生田２丁目１－１
                                 ℡ 096-215-8070

診療科目 内科, 小児科

内科、呼吸器科、小児科

診療科目

１０．事故発生時の対応

診療科目

病院名及び
所在地

  当事業所において事業所の責任により利用者様に生じた損害については、事業所は、速やか
にその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。

あそうだ整形外科クリニック
　　熊本県熊本市北区麻生田２丁目１４－８
　　　　　　　　　　　　　　　　 ℡ 096-337-6611

９．協力医療機関等

歯科, 矯正歯科, 小児歯科, 歯科口腔外科 診療科目

  ただし、損害の発生について、利用者様に故意又は過失が認められた場合には、利用者様の
置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、事業所の損害賠償
責任を減じさせて頂きます。

えとう内科医院
　　熊本市北区麻生田２丁目14-22
　　　　　　　　　　　　　　　　℡　096－339－2200

河本内科小児科クリニック
　　熊本県熊本市北区徳王1丁目7番１号
　　　　　　　　　　　　         ℡ 096-323-6300

１１．損害賠償について

  サービス提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、市町村、関係医療機
関等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記
録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。

病院名及び
所在地
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事業所は、提供するサービスの質の確保・向上の為、第三者による評価を受け、

その評価結果を開示します。

第三者評価の実施の有無

実施した直近の年月日

実施した評価機関

評価結果の開示 ワムネット・行政・事業所玄関に設置・運営推進会議等

令和　　　年　　　月　　　　日

１８.　提供するサービスの第三者評価の実施状況

有り

　　○吉田樹夫（公認会計士・税理士）

身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得な
い理由を記録する。身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３カ月に１回以上
開催するとともに、その結果を介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。身体的拘束等の適
正化のための指針の整備。介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研
修を定期的に実施する。※運営推進会議の活用も可能です。

１７．虐待の防止

虐待の防止又はその再発を防止する為、その対策を検討する委員会を定期的に開催すると共に
その結果について従業者に周知徹底を図る。又、事業所においては虐待防止の為の指針を整備
し、従業者に対して虐待防止の研修を定期的に実施する。更にその研修担当者を置く。

利用者の人権・プライバシー保護のための業務マニュアルを作成し、従業者教育を行いま
す。

　　　　　　　    ℡  ０９６－２１２－５０６６

       　面接：   当事業所

   グループホーム あそうだ

１６．身体拘束の禁止

１４．守秘義務に関する対策

  事業所及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。

１５．利用者の尊厳

認知症対応型共同生活介護の提供中に天災、その他の災害が発生した場合には、利用者の避
難等適切な措置を講ずると共に、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関との連携
方法を確認し、年２回以上の避難訓練を行います。

１２．サービス内容に関する苦情等相談窓口

 ・認知症対応型共同生活介護事業所

　 ご利用時間：   ９：００～１８：００

お　客　様　相　談　窓　口

　 ご利用方法：   ℡  ０９６－２８８－３７１８

 ・社会福祉法人　 愛誠会

　 窓口責任者：   （管理者）米倉せつ代

１３．非常災害時の対策

　　　　　　　    ℡  ０９６－３２８－２７９３

                  コスモス・ファミリー熊本

　 　　　　　   　℡  ０９６－２４５－２８００

 ・熊本市健康福祉局　高齢者支援部　介護事業指導課

　・第三者委員

　　○秦　佑輔（司法書士）

　　　　　　　    ℡  ０９６－２１４－１１０１

 ・熊本県国民健康保険団体連合会　苦情相談窓口

　　　　　　　    ℡  ０９０－４３５１－８５３３
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      説明者　    職  種　　　　　　　管理者

                  氏　名　 　　　    　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　印

                              氏　 名　　　    　　　　　　　　　　　　　　印

　    身元引受人              住   所

                              氏　 名　　      　　　　　　　　　　　　　　印

私は、サービス内容及び重要事項説明書に基づいて、認知症対応型共同生活介護のサービス
内容及び重要事項の説明を受けました。

  令和　　　年　　　月　　　日

    　利用者                  住   所

　    代理人（選任した場合）  住   所

                              氏　 名　　　　  　　　　　　　　　　　　　　印

          　     （事業所番号）      ４３９０１００８６７

      事業者      法人名　　 　　　　社会福祉法人   愛誠会

                  代表者名           理事長　　河本　達や　                印

                  住  所             熊本市北区麻生田２丁目５番４１号

                  事業者     認知症対応型共同生活介護事業所　グループホームあそうだ

当事業者は、サービス内容説明書及び重要事項説明書に基づいて、認知症対応型共同生活介
護のサービス内容及び重要事項の説明をしました。

  令和　　　年　　　月　　　日
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